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(57)【要約】
【課題】接地開閉器が開路のときには遮断器室扉を開不
可とするインターロック装置を提供する。
【解決手段】真空遮断器６を収納する遮断器室１ｃに設
けられた遮断器室扉７と、遮断器室扉７に設けられた扉
固定ピン９と、真空遮断器６の一方端主回路に接続され
た接地開閉器４と、接地開閉器４を開閉操作する操作軸
５と、操作軸５と扉固定ピン９とに設けた遮断器室扉７
を開不可とする係止手段とを具備したことを特徴とする
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　真空遮断器を収納する遮断器室に設けられた遮断器室扉と、
前記遮断器室扉に設けられた扉固定ピンと、
前記真空遮断器の一方端主回路に接続された接地開閉器と、
前記接地開閉器を開閉操作する操作軸と、
前記操作軸と前記扉固定ピンとに設けた前記遮断器室扉を開不可とする係止手段と、
を具備したことを特徴とする金属閉鎖形スイッチギヤのインターロック装置。
【請求項２】
　前記扉固定ピンにはスライド板を連結し、
前記操作軸には前記スライド板に係止されるストッパーを設け、
前記扉固定ピンを下げ、前記接地開閉器が開路状態であると、前記スライド板と前記スト
ッパーとが係止し、前記遮断器室扉が開不可となることを特徴とする請求項１に記載の金
属閉鎖形スイッチギヤのインターロック装置。
【請求項３】
　前記操作軸に前記接地開閉器の開閉状態を表示する表示部を設けたことを特徴とする請
求項１または請求項２に記載の金属閉鎖形スイッチギヤのインターロック装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、接地開閉器の開閉操作を改善する金属閉鎖形スイッチギヤのインターロック
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の金属閉鎖形スイッチギヤのインターロック装置には、真空遮断器が盤側
主回路に接続された接続位置、および盤側主回路から開離した断路位置などにおいて、真
空遮断器の開閉操作や接地開閉器の開閉操作などを規制し、操作性を向上させたものが知
られている。例えば、真空遮断器が断路位置のとき、遮断器室扉を開可能とするとともに
、接地開閉器を閉可能とするものがある（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００２－１３５９１９号公報　（第３～４ページ、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記の従来の金属閉鎖形スイッチギヤのインターロック装置においては、次のような問
題がある。  
　真空遮断器が断路位置のときには、二次側主回路は電源喪失となるものの、一次側主回
路は電力系統により電源有りとなる場合がある。このため、一次側主回路に接地開閉器が
接続された系統では、電源有りの状態において、接地開閉器が閉可能であるとともに、遮
断器室扉が開可能となる。
【０００４】
　このような状態において、接地開閉器で一次側主回路を接地すると、プレアークを起こ
しながら接地極が主回路に接触し、接地開閉器に地絡電流が流れ、大きな騒音を発生する
。このとき、遮断器室扉は開可能であるので、遮断器室扉を開としていれば、騒音が直接
伝わり、保守員の操作が極めて困難なものとなる。このため、真空遮断器が断路位置であ
って、接地開閉器が閉可能、即ち開路状態にあるときには、遮断器室扉を開くことのでき
ないインターロック装置が望まれていた。
【０００５】
　本発明は上記問題を解決するためになされたもので、接地開閉器が開路状態にあるとき
には遮断器室扉を開不可とする金属閉鎖形スイッチギヤのインターロック装置を提供する
ことを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の金属閉鎖形スイッチギヤのインターロック装置は
、真空遮断器を収納する遮断器室に設けられた遮断器室扉と、前記遮断器室扉に設けられ
た扉固定ピンと、前記真空遮断器の一方端主回路に接続された接地開閉器と、前記接地開
閉器を開閉操作する操作軸と、前記操作軸と前記扉固定ピンとに設けた前記遮断器室扉を
開不可とする係止手段と、を具備したことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、真空遮断器が断路位置であって接地開閉器が開路であると、接地開閉
器の操作軸と扉固定ピンとに連結した係止手段が噛み合い、遮断器室扉が開不可となるの
で、保守員の操作性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
【実施例１】
【０００９】
　先ず、本発明の実施例１に係る金属閉鎖形スイッチギヤのインターロック装置を図１～
図３を参照して説明する。図１は、本発明の実施例１に係る金属閉鎖形スイッチギヤの構
成を示す側面図、図２は、本発明の実施例１に係る金属閉鎖形スイッチギヤの構成を示す
正面図、図３は、本発明の実施例１に係る金属閉鎖形スイッチギヤのインターロック装置
の構成を示す拡大側面図である。
【００１０】
　図１、図２に示すように、金属閉鎖形スイッチギヤの箱体１内は、正面側では最下段か
ら上段に向かって、点検室１ａ、インターロック機構室１ｂ、遮断器室１ｃ、制御室１ｄ
に分かれて構成され、背面側では下段のケーブル室１ｅ、上段の母線室１ｆに分かれて構
成されている。
【００１１】
　点検室１ａは、インターロック機構室１ｂやケーブル室１ｅを点検するための空間部と
なっており、握手２を設けた蓋板３で塞がれている。インターロック機構室１ｂには、収
納機器の開閉操作を規制する各種の機構が設けられており、後述する接地開閉器４の開閉
操作を規制する操作軸５が設けられている。
【００１２】
　遮断器室１ｃには、移動自在の引出形の真空遮断器６が設けられ、正面側に開閉自在の
遮断器室扉７が設けられている。遮断器室扉７の上下方向の中間部には、後述する遮断器
室扉７の閉状態をロックする上下方向に長円状の開口孔８を移動自在に移動する扉固定ピ
ン９が設けられている。なお、遮断器室扉７は、扉固定ピン９と連動した図示しない固定
ピンにより閉状態が機械的に固定される。制御室１ｄには、図示しない電圧、電流測定機
器などが設けられている。
【００１３】
　ケーブル室１ｅには、前記操作軸５で開閉操作される接地開閉器４が設けられ、真空遮
断器６の一方端主回路に接続されている。また、一方端主回路には、変流器１０を介して
電力ケーブル１１が接続されている。母線室１ｆには、真空遮断器６の他方端主回路に接
続された三相の母線１２が設けられている。
【００１４】
　次に、遮断器室扉７と接地開閉器４を開閉操作する操作軸５とのインターロック機構の
構成を図３を参照して説明する。
【００１５】
　図３に示すように、遮断器室扉７の内側には、可動ピン１３が設けられ、扉固定ピン９
と第１のリンク１４で連結されている。このため、可動ピン１３は、扉固定ピン９と同様
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の移動をする。また、可動ピン１３には、上方向に引張り力を有するバネ１５が設けられ
るとともに、下方向に第２のリンク１６でスライド板１７が連結されている。
【００１６】
　操作軸５の軸外周には、ストッパー１８が設けられ、スライド板１７を下方向に移動さ
せたときに係止されるようになっている。また、操作軸５端には、嵌め込み部１９が設け
られ、箱体１外から手動ハンドル２０を嵌め込んで、操作軸５を回動できるようになって
いる。嵌め込み部１９には、手動操作のシャッター２１が設けられている。操作軸５は、
約９０度の回動により接地開閉器４を開閉操作する。
【００１７】
　次に、遮断器室扉７の開閉状態と、接地開閉器４の開路操作と閉路操作について説明す
る。
【００１８】
　真空遮断器６が断路位置にあって遮断器室扉７を閉めたときには、扉固定ピン９を下方
向に下げる。すると、バネ１５により上方向に持ち上げられていた可動ピン１３が下方向
に移動するとともに、スライド板１７も同様に連動して移動し、操作軸５に近接する。こ
のとき、接地開閉器４が開路状態であれば、ストッパー１８とスライド板１７とが噛み合
って係止され、手動ハンドル２０により操作軸５を回動させることができず、遮断器室扉
７を開くことができない。即ち、接地開閉器４が開路状態であれば、遮断器室扉７が開不
可となる。
【００１９】
　接地開閉器４が閉路状態であれば、操作軸５が約９０度回動できるようにストッパー１
８が離れている。このため、シャッター２１を開き、手動ハンドル２０を嵌め込み部１９
に嵌め込んで操作軸５を回動させ開路させることができる。なお、接地開閉器４を閉路す
るには、図示しないインターロック機構で、断路位置であって遮断器室扉７が閉められて
いるときに行われる。
【００２０】
　ここで、遮断器室扉７を閉めて扉固定ピン９を下げ、操作軸５を操作しようとしても、
接地開閉器４が開路であれば、スライド板１７とストッパー１８とが係止され、操作軸５
の操作ができず、遮断器室扉７が開不可となる。このため、これらの操作を、操作軸５と
扉固定ピン９とに設けた遮断器室扉７を開不可とする係止手段と称する。
【００２１】
　これにより、接地開閉器４が開路状態であるときには、遮断器室扉７を開くことができ
ず、活線状態であるかもしれない主回路を接地することができない。このため、閉路する
ときに発生するプレアークや地絡電流などによる大きな騒音を発生することがなく、保守
員の操作性を向上させることができる。
【００２２】
　なお、遮断器室扉７を開くためには、上述した図示しないインターロック機構で接地開
閉器４が閉路状態にあれば、スライド板１７とストッパー１８との係止が外れているので
、バネ１５により扉固定ピン９が上方向に戻され、遮断器室扉７を開くことができる。ま
た、接地開閉器４が開路状態で遮断器室扉７が開けられているときには、図示しない機構
でシャッター２１を操作することができず、接地開閉器４を操作することができない。ま
た、真空遮断器６が接続位置にあるときには、図示しないインターロック機構で接地開閉
器４の操作を行うことができないようになっている。
【００２３】
　上記実施例１の金属閉鎖形スイッチギヤのインターロック装置によれば、真空遮断器６
が断路位置であって接地開閉器４が開路のときには、遮断器室扉７の閉状態を機械的にロ
ックする扉固定ピン９に連動して移動するスライド板１７と接地開閉器４を操作する操作
軸５に設けられたストッパー１８とが噛み合い、遮断器室扉７を開不可とすることができ
る。このため、操作性を向上させることができる。
【実施例２】
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【００２４】
　次に、本発明の実施例２に係る金属閉鎖形スイッチギヤのインターロック装置を再び図
３を参照して説明する。なお、この実施例２が実施例１と異なる点は、操作軸に状態を表
示する機構を設けたことである。
【００２５】
　図３に示すように、操作軸５の軸外周には、押し板２２を設けている。押し板２２は、
操作軸５を回動させることで、図示しないポジションスイッチを動作させ、接地開閉器４
の開路状態と閉路状態とを例えば遮断器室扉７に表示することができる。
【００２６】
　上記実施例２の金属閉鎖形スイッチギヤのインターロック装置によれば、実施例１によ
る効果のほかに、接地開閉器４の開閉状態を表示することができる。
【実施例３】
【００２７】
　次に、本発明の実施例３に係る金属閉鎖形スイッチギヤのインターロック装置を図４を
参照して説明する。図４は、本発明の実施例３に係る金属閉鎖形スイッチギヤのインター
ロック装置の構成を示す要部拡大正面図である。なお、この実施例３が実施例２と異なる
点は、嵌め込み部に表示を設けたことである。図４において、実施例１と同様の構成部分
においては、同一符号を付し、その詳細な説明を省略する。
【００２８】
　図４に示すように、嵌め込み部１９の外周には、接地開閉器４の閉路状態と開路状態の
表示部２３を設けている。
【００２９】
　上記実施例３の金属閉鎖形スイッチギヤのインターロック装置によれば、実施例２と同
様の効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施例１に係る金属閉鎖形スイッチギヤの構成を示す側面図。
【図２】本発明の実施例１に係る金属閉鎖形スイッチギヤの構成を示す正面図。
【図３】本発明の実施例１、２に係る金属閉鎖形スイッチギヤのインターロック装置の構
成を示す拡大側面図。
【図４】本発明の実施例３に係る金属閉鎖形スイッチギヤのインターロック装置の構成を
示す要部拡大正面図。
【符号の説明】
【００３１】
１　箱体
１ａ　点検室
１ｂ　インターロック機構室
１ｃ　遮断器室
１ｄ　制御室
１ｅ　ケーブル室
１ｆ　母線室
２　握手
３　蓋板
４　接地開閉器
５　操作軸
６　真空遮断器
７　遮断器室扉
８　開口孔
９　扉固定ピン
１０　変流器
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１１　電力ケーブル
１２　母線
１３　可動ピン
１４、１６　リンク
１５　バネ
１７　スライド板
１８　ストッパー
１９　嵌め込み部
２０　手動ハンドル
２１　シャッター
２２　押し板
２３　表示部

【図１】 【図２】
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